
真田の郷まちづくり推進会議規約 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この会は、真田の郷まちづくり推進会議（以下「推進会議」という。）と称

する。 

 

（目的） 

第２条 この推進会議は、真田地域の住民が主体的に組織し、地域課題の自主的な解

決や地域の個性や特性を生かし、誰もがいきいきと暮らせる魅力あるまちづくりを

推進することを目的とする。 

 

（事業区域） 

第３条 この推進会議の事業区域は、真田地域の範囲とする。 

 

（会員） 

第４条 この推進会議の会員は、真田地域の住民並びに真田地域で活動する各種団体

及び事業所とする。また、区域外の個人や団体等で、この推進会議の目的に賛同す

る者も会員になることができる。 

 

（事業） 

第５条 この推進会議は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）まちづくり計画の策定に関する事業。 

（２）地域内外の市民交流に関する事業。 

（３）自然環境の保全に関する事業。 

（４）交通対策に関する事業。 

（５）防災、防犯、交通安全に関する事業。 

（６）農林業の振興に関する事業。 

（７）商工観光業の振興に関する事業。 

（８）特産品の振興に関する事業。 

（９）健康づくり、スポーツ振興に関する事業。 

（10）児童、高齢者、障がい者福祉に関する事業。 

（11）子育て支援、教育に関する事業。 

（12）青少年健全育成に関する事業。 

（13）歴史、文化に関する事業。 

（14）広報、情報収集、情報発信に関する事業。 

（15）その他、目的達成に必要な事業。 

 



（事務所） 

第６条 この推進会議の事務所は、真田地域内に置く。 

 

 

第２章 役員 

 

（役員の種別及び定数） 

第７条 この推進会議には、次の役員を置く。 

（１）理事 １０人以内 

（２）監事 ２人 

２ 理事のうち、１人を会長、２人を副会長とする。 

 

（役員の選任及び解任） 

第８条 理事及び監事は、会員の中から選任するものとし、評議員会の決議によって

選任及び解任する。 

２ 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（役員の職務） 

第９条  理事は、理事会を構成し、この推進会議の目的達成のため職務を執行する。 

２ 会長は、この推進会議を代表し、会務を統括する。 

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

４ 監事は、この推進会議の会計及び事業の執行を監査する。 

 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

第３章 理事会 

 

（構成） 

第１１条  理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第１２条  理事会は、次の職務を行う。 

（１）この推進会議の業務執行の決定。 

（２）評議員の選定 

（３）会長、副会長の選定及び解職 

 



（招集） 

第１３条  理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 

 

（定足数） 

第１４条 理事会は、理事総数の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立

する。 

 

（決議） 

第１５条 理事会の決議は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

 

（議長） 

第１６条 理事会に議長を置き、議長は会長とする。 

 

（理事以外の出席） 

第１７条 会長は、必要に応じて理事以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせ

ることができる。 

 

 

第４章 評議員 

 

（評議員の定数） 

第１８条 この推進会議に評議員２５人以内を置く。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第１９条 評議員は、真田地域に住所を有する者のうちから選任するもとし、理事会

において選任及び解任する。 

２ 評議員は、役員を兼ねることはできない。 

 

（評議員の任期） 

第２０条 評議員の任期は、２年とする。ただし、補欠として選任された評議員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 評議員は、再任されることができる。 

 

 

第５章 評議員会 

 

（構成） 



第２１条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

 

（権限） 

第２２条  評議員会は、次の事項について協議し決議する。 

（１）規約の改廃及び決定に関すること 

（２）役員の選任、解任並びに役員及び評議員等の報酬に関すること 

（３）事業計画及び予算に関すること 

（４）事業報告及び決算に関すること 

（５）助成金、交付金の使途に関すること 

（６）まちづくり計画等の地域計画の策定に関すること 

（７）会の運営及び事業に関する重要な事項 

（８）その他必要と思われる事項に関すること 

 

（招集） 

第２３条 評議員会は、会長が招集する。 

２ 評議員総数の４分の１以上から、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示

して請求があったときは、会長は速やかに評議員会を招集しなければならない。 

 

（定足数） 

第２４条 評議員会は、評議員総数の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって

成立する。 

 

（議長） 

第２５条  評議員会の議長は、出席した評議員から選出する。 

 

（決議） 

第２６条 評議員会の決議は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは議長の決するところによる。 

 

 

第６章 部会及び運営委員会 

 

（部会及び運営委員会） 

第２７条 この推進会議には、必要に応じて部会及び運営委員会を置くことができる。 

２ 部会は、専門事項について、この推進会議の運営に参画し、或いは会長の諮問に

答え、又は意見を具申する。 

３ 運営委員会は、この推進会議が計画する事業の実践及び運営等に参画する。 

 

 



第７章 地域づくり総会 

 

（地域づくり総会の開催） 

第２８条 この推進会議は、推進会議の活動について知っていただくための報告、ま

た地域の総意の反映と、民主的で透明性を持って運営するために、多くの会員が参

加し懇談する地域づくり総会を開催する。 

２ 地域づくり総会は、会長が開催する。 

３ 会長は、地域づくり総会の開催に際し、できるだけ多くの会員が出席できるよう

努めなければならない。 

４ 地域づくり総会の開催方法等については、理事会において計画するものとする。 

５ 地域づくり総会の内容は、推進会議の運営において尊重するものとする。 

 

第８章 事務局及び職員 

 

（事務局及び職員） 

第２９条 この推進会議に事務局(総務部)を置くことができる。 

２ 事務局の職員は、会長が任免する。 

３ 事務局(総務部)内に会計を設ける。 

 

 

第９章 会計及び監査 

 

（経費） 

第３０条 この推進会議の会計は、会費、交付金、補助金、寄付金及びその他の収入

をもって充てる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第３１条 この推進会議の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度の開始

前に会長が作成し、理事総数（現在数）の過半数の同意及び評議員会の承認を受け

なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３２条 この推進会議の事業報告及び決算ついては、毎会計年度終了後、会長が監

事の監査を受けた上で、理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。 

 

（会計年度） 

第３３条 この推進会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日を 

もって終わる。 

 



（会計処理の基準） 

第３４条 この推進会議の会計に関しては、上田市住民自治組織交付金要領の基準に

準拠するほか、理事会において定める経理規定により処理する。 

 

 （会計帳簿の整備） 

第３５条 この推進会議は、推進会議の収入及び支出を明らかにするために、会計に

関する帳簿及び関係書類を整備する。 

２ 会員による帳簿等の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、この閲覧

を認めなければならない。 

. 

 （監査） 

第３６条 監事は、会計年度が終了後、速やかに監査を実施し、その結果を理事会及

び評議員会に報告する。 

 

 

第１０章 その他 

 

（雑則） 

第３７条 この規約に定めるもののほか、この推進会議に必要な規則等に関しては会

長が理事会及び評議員会に諮り別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は推進会議の設立の日から施行する。 

（設立時の会員） 

２ この推進会議の設立時の会員は、第４条の規定にかかわらず、真田まちづくり準

備会が依頼した自治会及び各種団体の代表者とする。 

（設立時の役員の任期） 

３  この推進会議の設立時の役員の任期は、第１０条の規定にかかわらず、平成３１

年３月３１日までとする。 

（設立時の評議員の任期） 

４ この推進会議の設立時の評議員の任期は、第１８条の規定にかかわらず、平成３０

年３月３１日までとする。 

５ この規約は、平成２９年９月１９日に改定。 

６ この規約は、平成３０年３月１３日に改定。 

７ この規約は、平成３１年３月１９日に改定。 

８ この規約は、令和２年２月１８日に改定。 

 


